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水利権外の水で水路復元：
堀川の記憶を残す：地域の思いはかつての“運河”のカタチを残し後世に引き継ぐこと

撮影：2010年5月（京都市上京区堀川町）

◆水利権外の水量により流れを復活
50年前にはコンクリートで河床を固められていた水路を、１３０人の市民ワーク

ショップを力に親水水路として復活させました。琵琶湖疎水第二分線（南禅寺水路
閣）の水を引いて、賀茂川をサイフォンでくぐり、紫明通、堀川通の地下に導水路閣）の水を引いて、賀茂川をサイフォンでくぐり、紫明通、堀川通の地下に導水路
を設けて水を引いています。
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